
ただし娯楽・懇親・遊興等を主な⽬的とする
事業は対象外です。

⾃治会及び地域振興協議会

市外在住の出⾝者等
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例えば…
①公⺠館・公園の清掃活動
②祭⾏事の設営準備
③⾃治会が主催する⽥植え作業の⼿伝い 等

豊後大野市出身者等
受入事業助成金のご案内 

助成⾦お⽀払い

(市→⾃治会等)

受⼊事業の実施

(出⾝者等 ⇔ ⾃治会等)

・受⼊対象者から
   ⾃治会等へ連絡
・⽇程調整を⾏う
 (出⾝者等⇔⾃治会等)

市が
特設マッチングサイト
に受⼊事業を掲載

・事前相談
・⽀援要請書を提出

 (⾃治会等→市へ)

⾃治会が実施する地域の課題解決や伝統⽂化保全等の取り組みに市外在住の
豊後⼤野市出⾝者等を受け⼊れ、協働で取り組む事業に対して助成⾦を交付します。

①受け⼊れ⼈数 × 5,000円
      
②50,000円
 (2回⽬以降20,000円)
      ↓

上限10万円

交付までの流れ

実績報告書を提出
★受⼊対象者名簿・
 写真等が必須です
 (⾃治会等→市)

豊後⼤野市役所 まちづくり推進課 地域振興係
電話番号： 0974-22-1001(代表)
HP： http://www.bungo-ohno.jp/

受入対象事業

受入対象

交付対象

助成額

※ ⾃治会等のSNS開設必須
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出⾝者でなくても
可能です

詳細は...

 ＋


